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１．対象鳥獣の種類、被害防止計画の期間及び対象地域 

 対象鳥獣 イノシシ、ニホンジカ、サル、カラス、 

ハクビシン 

 計画期間   令和元年度～令和３年度 

 対象地域  静岡県沼津市 

 

２．鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止に関する基本的な方針 

（１）被害の現状（平成 29 年度） 

鳥獣の種類 

被害の現状 

品 目 
被害数値 

金額（千円） 面積（ａ） 

イノシシ 

果樹 3,000 200 

野菜 1,270 85 

いも類 4,386 94 

小     計 8,656 379 

ニホンジカ 

果樹 1,466 44 

野菜 6,079 228 

いも類 1,679 42 

小     計 9,224 314 

サル 

果樹 999 25 

野菜 1,716 124 

いも類 652 29 

小     計 3,367 178 

カラス 

豆 180 15 

果樹 372 30 

野菜 848 70 

小     計 1,400 115 

ハクビシン 
果樹 999 40 

野菜 1,012 45 

小     計 2,011 85 

合     計 24,658 1,071 

 

 



                           

 

（２）被害の傾向 

① イノシシ 

イノシシによる被害は年間を通して発生している。特に春から夏にかけ

ての被害が深刻である。 

被害地域は、浮島地区から戸田地区まで市内全域に広がる。作物への被

害は、浮島地区ではイモ類、愛鷹地区では野菜全般、西浦・内浦地区では

果樹といった具合に地域によって被害作物が異なる。 

また、香貫山、横山・徳倉山付近では人家の庭先にまで出没し、土を掘

り起こしたり、石垣を崩したりと住民の生活を脅かす状況となっている。 

② ニホンジカ 

ニホンジカによる被害は年間を通して発生している。被害地域は、浮島

地区から戸田地区まで市内全域に広がる。 

浮島地区や愛鷹地区では、いも類、野菜全般が被害に遭い、西浦・内浦

地区、戸田地区では、みかんの新芽の食害が深刻である。水田の畔を崩す

被害も多発しており、被害内容は多岐にわたる。 

また、秋から冬にかけて道路への飛び出しによる衝突事故が多発してい

る。事故の大半は、国道１号付近で発生している。 

③ サル 

愛鷹山麓、戸田地域に年間を通して出没している。愛鷹山麓の個体につ

いては、当市と隣接している富士市と長泉町を行き来している。 

春から夏にかけて畑の作物を荒らす被害が多発している。被害作物は主

に野菜と果樹である。群れで行動するため、１日で畑が壊滅的状態になっ

てしまう。 

近年、浮島地区に出没していた群れが複数に分かれてしまい、被害区域

が拡大している。民家や学校の近くにまで出没するようになり、住民の生

活を脅かす状況となっている。 

④ カラス 

果樹や野菜などの農作物の食害のほか、ごみ捨て場のごみ荒らしや、鳴

き声による公害や糞害等の被害が年間を通して発生し、市民生活に悪影響

を及ぼしている。 

また、公園やアパートの屋上に巣を作り、雛を育てる時期は威嚇だけで

なく攻撃してくるため、人的被害が懸念される。 

⑤ ハクビシン 

年間を通して市街地付近での被害が報告されている。人家の屋根裏や縁

の下への侵入・糞害など、市民生活への被害をもたらしている。 

農作物被害については、秋から冬にかけての果樹の被害が深刻である。 

 

 

 

 

 



                           

 

（３）被害の軽減目標 

指標 

現状値（平成29年度） 目標値（令和３年度） 

被害金額 

（千円） 

被害面積 

（ａ） 

被害金額 

（千円） 

被害面積 

（ａ） 

イノシシ 8,656 379 6,950 300 

ニホンジカ 9,224 314 7,350 250 

サル 3,367 178 2,350 125 

カラス 1,400 115 1,200 95 

ハクビシン 2,011 85 1,400 60 

計 24,658 1,071 19,250 830 

 

（４）従来講じてきた被害防止対策 

 従来講じてきた被害防止対策 課題 

捕獲等

に関す

る取組 

① 捕獲体制の整備 

 ア 沼津市有害鳥獣捕獲隊に

よる捕獲。 

 イ 沼津市鳥獣被害対策実施

隊による捕獲。 

 ウ 市で購入した小型箱わな

による住宅地での捕獲。 

 エ 沼津市有害鳥獣被害防止

対策協議会で購入したICTセ

ンサー付き囲いわなによる

捕獲。 

 オ 新規狩猟免許取得者に対

し、受験料及び予備講習費の

全額補助。 

② 捕獲機材の導入 

 ア 大型・小型箱わなや電気止

め刺し器等を市費で購入。 

 イ デジタル無線機及びICTセ

ンサー付き囲いわなを鳥獣

被害防止総合対策事業（推進

事業）で購入。 

③ 捕獲鳥獣の処理方法等 

  捕獲した固体は、捕獲後速や

かに埋設処分を行うことと

している。 

 

① 捕獲体制の整備 

高齢化による捕獲者の減少

に伴い、猟友会員への負担が増

大していることから、担い手の

育成が急務となっている。 

沼津市鳥獣被害対策実施隊

と猟友会の役割分担を明確に

し、効率的な捕獲体制を整備し

ていく必要がある。 

被害現場から捕獲実施場所

を的確に定め、効率的な捕獲を

進めていくために、集落や農家

から小さな被害でも報告して

もらえる体制の整備が必要と

される。 

② 捕獲機材の導入 

  捕獲機材の導入を着実に進

めているが、利用者の技術が追

いついていない。今後、機材を

使用していく中で知識と技術

を習得していく。 

③ 捕獲鳥獣の処理方法等 

  埋設処理には限界があるこ

とから、他の処理方法について

検討していく必要がある。 

防護柵

の設置

①  事業費の 1/2以内、上限

50,000円で防護柵等設置事業

正しい防護柵の設置方法や管

理方法を指導することで、農家ひ



                           

 

等に関

する取

組 

に対する補助。 

② 電気柵の設置・管理に関する

勉強会を農協と共同で開催。 

③ 追上げ・追払い活動、放任果

樹の除去等を題材とした地域

ぐるみの被害対策に関する勉

強会の開催。 

とりひとりの防除に対する意識

を高めていく必要がある。 

勉強会で得た知識が日頃の鳥

獣被害対策に活用されるように、

勉強会後のフォローに注力して

いく必要がある。 

 

（５）今後の取組方針 

被害防止計画において、令和３年度の被害軽減目標値を平成29年度の被害

現状値に対して、おおむね22％減とし、被害面積を1,071aから830aに、被害

金額を24,658千円から19,250千円に設定した。 

今後は、目標を達成するために、沼津市有害鳥獣捕獲隊による被害防止目

的捕獲（捕獲対策）や農家自身が自分の畑を守るための防護柵等設置の推進

（被害予防対策）、農地の放任作物の除去や、荒廃農地の解消に関する啓発

活動等（生息環境対策）を並行して実施していくとともに、沼津市鳥獣被害

対策実施隊による市内住宅地等のパトロール、市民からの被害報告への初期

対応、慎重な作業を要する市街地付近での捕獲活動等を実施する。 

また、市、農協、農家、猟友会等で鳥獣に関する情報の共有を図り、農作

物の被害状況や正しい防除方法、効率的な捕獲方法について検討することで

鳥獣から農作物を守る環境の整備を図る。 

 

３．対象鳥獣の捕獲等に関する事項 

（１）対象鳥獣の捕獲体制 

沼津市有害鳥獣捕獲隊（駿東猟友会沼津支部）との連携を密にし、効果的

な捕獲を目指す。 

また、集落や農家からの被害報告を集約して捕獲場所を選定することで被

害量の削減に向けて有効な捕獲を実施する。 

沼津市鳥獣被害対策実施隊は、慎重な作業を要する市街地付近での捕獲活

動等を実施するともに ICT センサー付き囲いわな等の新技術を活用した捕

獲にも注力していく。 

今後、猟友会員の高齢化・減少により、担い手不足が懸念されるため、農

家による狩猟免許取得を奨励し、自らが捕獲を行う体制の構築を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 



                           

 

（２）その他捕獲に関する取組 

年度 対象鳥獣 取組内容 

令 和 元 年 度 

イノシシ 

ニホンジカ 

サル 

カラス 

ハクビシン 

① 清水町及び長泉町との共同による被害防止目的

捕獲の実施 

② 狩猟免許所持者に対する捕獲檻の貸与 

③ カラス専用捕獲器の導入 

④ 地域ぐるみの被害防除研修の開催 

⑤ ニホンジカの捕獲については、県で実施している

管理捕獲と連携を図りつつ対策を進める。 

令和２年度 

イノシシ 

ニホンジカ 

サル 

カラス 

ハクビシン 

① 清水町、長泉町及び富士市との共同による被害防

止目的捕獲の実施 

② 狩猟免許所持者に対する捕獲檻の貸与 

③ 沼津市鳥獣被害対策実施隊による捕獲技術を向

上させるための勉強会の開催 

④ サルの捕獲に注力し、生息状況調査及び捕獲器具

を導入する。 

⑤ 沼津市鳥獣被害対策実施隊員の増員を図り、捕獲

体制を強化する。 

⑥ ニホンジカの捕獲については、県で実施している

管理捕獲と連携を図りつつ対策を進める。 

令和３年度 

イノシシ 

ニホンジカ 

サル 

カラス 

ハクビシン 

① 清水町、長泉町及び富士市との共同による被害防

止目的捕獲の実施 

② 狩猟免許所持者に対する捕獲檻の貸与 

③ 沼津市鳥獣被害対策実施隊員の増員を図り、被害

防除部門と捕獲部門に区分することで捕獲活動を

充実させる。 

④ 農作物被害が深刻な地区を抽出して、実績のある

認定事業体に対して短期間ではあるが捕獲作業を

委託する。 

⑤ ニホンジカの捕獲については、県で実施している

管理捕獲と連携を図りつつ対策を進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                           

 

（３）対象鳥獣の捕獲計画 

 捕獲計画数等の設定の考え方 

① イノシシ 

農作物被害は、浮島地区から戸田地区まで市内全域で発生している。 

  また、近年は人家の庭先にまで出没し、土を掘り起こしたり、石垣を崩

したりと住民の生活を脅かす状態となっている。 

  今後は、沼津市鳥獣被害対策実施隊を主体とし、住宅地付近の捕獲にも

注力していく。 

  捕獲頭数については、捕獲計画数を過去３年間の捕獲実績の平均値（1

91頭）と同程度の頭数とし200頭としたが、令和元年度に304頭を捕獲し、

令和２年度は９月末現在で247頭を捕獲しており、イノシシの目撃情報も

増加していることから令和２年度及び令和３年度の捕獲目標を350頭とす

る。 

② ニホンジカ 

農作物被害は、愛鷹山麓一帯と戸田地区での被害が甚大である。 

また、近年は国道１号付近で車に衝突する事故が多発している。 

被害量は減少傾向にあるが、依然として高い数値であることから捕獲圧

を高めていく。 

捕獲頭数については、過去３年間の捕獲実績（平成27年度 125頭、平成

28年度 184頭、平成29年 154頭）の平均値（154.3頭）の1.2倍程度の頭数

とし180頭とする。 

③ サル 

  浮島地区に出没していた群れが複数に分かれてしまい、被害区域が拡大

している。民家や学校の近くにまで出没するようになり、住民の生活を脅

かす状態となっている。 

近年は、被害削減量と捕獲頭数のいずれも低調に推移していることから

捕獲圧を高める。 

捕獲頭数については、過去３年間の捕獲実績（平成27年度 ２頭、平成2

8年度 ３頭、平成29年 ３頭）から大幅に増やし、20頭とする。 

④ カラス 

  年間を通じて被害報告を受けるため定期的に捕獲していく。 

捕獲頭数については、令和元年度にカラス専用捕獲器を導入することか

ら過去３年間の捕獲実績（平成27年度 111頭、平成28年度 51頭、平成29

年度 38頭）の平均値（66.6頭）の３倍程度の頭数とし200羽とする。 

⑤ ハクビシン 

  過去３年間の捕獲実績（平成27年度 ２頭、平成28年度 ２頭、平成29

年度 ２頭）は平均２頭だが、依然として市街地に生息していると報告が

あることから継続して捕獲を実施していく。 

沼津市鳥獣被害対策実施隊の捕獲業務に「小型鳥獣の捕獲」を加えるこ

とから、今後捕獲頭数の増加が予想される。こうした状況を考慮し、捕獲

計画数を20頭とする。 



                           

 

 

対象鳥獣 
捕獲計画数等 

令和元年度 令和２年度 令和３年度 

イノシシ 200 350 350 

ニホンジカ 180 180 180 

サル 20 20 20 

カラス 200 200 200 

ハクビシン 20 20 20 

 

 捕獲等の取組内容 

銃器・わなを用いて4月1日から翌年の3月31日までイノシシ、ニホンジカ、

カラス、ハクビシンを対象として被害防止目的捕獲を行う。 

銃器と比較して、わなによる捕獲の方が効率的なことから、わなによる捕

獲を主として実施するよう指導する。 

なお、捕獲場所について沼津市鳥獣被害対策実施隊は市街地付近、沼津市

有害鳥獣捕獲隊は被害に遭った畑付近と生息密度の高い山林内とする。 

サルについては、沼津市有害鳥獣捕獲隊と相談しながら捕獲時期を決定す

る。銃器を使用した被害防止目的捕獲を主とするが、状況によって囲いわな

による捕獲も検討する。 

沼津市鳥獣被害対策実施隊は、ICTセンサー付き囲いわなを活用した捕獲も

実施する。市が保有する赤外線カメラを有効活用し、加害鳥獣の特定や餌付

けを確実に行い、囲いわなを移動していくことで効率的に捕獲する。 

 

ライフル銃による捕獲等を実施する必要性及びその取組内容 

 沼津市鳥獣被害対策実施隊員による捕獲は、わなに限定している

ことからライフル銃による捕獲等は実施しない。 

 

（４）許可権限委譲事項 

対象地域 対象鳥獣 

沼津市全域 対象鳥獣については権限委譲済み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                           

 

 

４．防護柵の設置その他の対象鳥獣の捕獲以外の被害防止施策に関する事項 

（１）侵入防止柵の整備計画 

対象鳥獣 
整備内容 

令和元年度 令和２年度 令和３年度 

イノシシ 

ニホンジカ 

ハクビシン 

事業費の1/2以内、

上限50,000円で防護

柵等設置事業に対し

補助金を支払う。(45

件を目標とする) 

また、西浦地区の

県営畑地帯総合事業

の実施地区で防護柵

の整備を進める。 

適切な設置・管理

方法について指導す

る。 

電気柵が主流とな

っているが、管理が

困難な場所について

はワイヤーメッシュ

柵を推奨していく。 

事業費の1/2以内、

上限50,000円で防護

柵等設置事業に対し

補助金を支払う。(45

件を目標とする) 

また、西浦地区の

県営畑地帯総合事業

の実施地区で防護柵

の整備を進める。 

適切な設置・管理

方法について指導す

る。 

電気柵が主流となっ

ているが、管理が困

難な場所については

ワイヤーメッシュ柵

を推奨していく。 

事業費の1/2以内、

上限50,000円で防護

柵等設置事業に対し

補助金を支払う。(45

件を目標とする) 

また、西浦地区の

県営畑地帯総合事業

の実施地区で防護柵

の整備を進める。 

適切な設置・管理

方法について指導す

る。 

電気柵が主流となっ

ているが、管理が困

難な場所については

ワイヤーメッシュ柵

を推奨していく。 

 

（２）その他被害防止に関する取組 

年度 対象鳥獣 取組内容 

令 和 元 年 度 イノシシ 

ニホンジカ 

サル 

カラス 

ハクビシン 

ほ場周辺の雑草の定期的な刈り込み、圃場の残渣や未収

穫農作物を放置せずに処理するといった啓発を行い、鳥獣

が住み着かない環境を整備する。 

野生鳥獣の生態、被害対策などの知識や技術を学ぶこ

とのできる学習会を開催し、地域住民や農林業者が自ら

守る体制を構築する。併せて、捕獲の担い手の育成に取

り組む。 

サル対策について、追上げ・追払い活動に関する勉強

会を住民向けに開催し、地域が一体となって取組む機運

を高める。 

令和２年度 イノシシ 

ニホンジカ 

サル 

カラス 

ハクビシン 

ほ場周辺の雑草の定期的な刈り込み、圃場の残渣や未収

穫農作物を放置せずに処理するといった啓発を行い、鳥獣

が住み着かない環境を整備する。 

沼津市鳥獣被害対策実施隊を講師とした箱わなによる

捕獲に関する勉強会を開催し、自己の敷地内における捕

獲活動を推進する。 



                           

 

鳥獣被害対策用の商品を扱う業者を数社呼んで、農家

や市民に実際の捕獲器等に触れてもらい、防除に対する

意識を高めてもらう。 

令和３年度 イノシシ 

ニホンジカ 

サル 

カラス 

ハクビシン 

令和元年度、令和２年度に実施した内容を精査し、効

果的だった事業を引き続き、実施する。 

荒廃農地をはじめとする有害鳥獣の住処となりうる場

所の削減に努める。市が主体となるのではなく、地域住

民を主体とした活動として実施していく。 

市の補助金を活用した侵入防止策の管理状況を確認し 

必要に応じて指導していく。 

 

５．対象鳥獣による住民の生命、身体又は財産に係る被害が生じ、又は生じる

おそれがある場合の対処に関する事項 

（１）関係機関等の役割 

関係機関等の名称 役割 

沼津市農林農地課 ・住民からの通報に基づく現場状況確認 

・関係機関（沼津警察署、静岡県、鳥獣保護管理員

市関係部局等）との連絡調整、対応方法の協議 

・地元自治会への注意喚起と情報提供 

沼津警察署 ・住民からの通報に基づく現場状況確認 

・静岡県や沼津市から出動要請があった場合の現場

への警察官の派遣 

静岡県東部農林事務所 ・住民からの通報に基づき、関係機関（沼津警察署、

沼津市、鳥獣保護管理員等）との連絡調整、対応

方法の協議 

駿東猟友会沼津支部 ・沼津市からの出動要請に基づき、現場状況の把握 

・（必要に応じて）捕獲・追い払いの実施に協力 

沼津市鳥獣被害対策 

実施隊 

・住民からの通報に基づく現場状況確認 

・（必要に応じて）捕獲・追い払いの実施に協力 

 

（２）緊急時の連絡体制 

 

            沼津市        駿東猟友会沼津支部 

                                            市役所関係部局 

                       沼津市鳥獣被害対策 

実施隊 

住民   沼津市     沼津警察署      

   （沼津警察署）                                      

            静岡県東部農林事務所    鳥獣保護管理員 

 

 



                           

 

 

６．捕獲等をした対象鳥獣の処理に関する事項 

 捕獲した有害鳥獣は、捕獲後速やかに埋設処分を行うことを原則とする

が、学術研究又は関係法令を遵守し「野生動物肉の衛生及び品質確保に関す

るガイドライン」等を参考とした上で利活用する場合はこの限りでない。 

 

７．捕獲等をした対象鳥獣の食品としての利用等その有効な利用に関する事項 

イノシシ、ニホンジカについては、食肉としての利活用を目指し、方策を検

討する。既に実施している自治体の視察等を積極的に行う。 

 

８．被害防止施策の実施体制に関する事項 

（１）協議会に関する事項 

被害防止対策協議会の名称 沼津市有害鳥獣被害防止対策協議会 

構成機関の名称 役割 

沼津市農林農地課 協議会の運営・提言 

静岡県東部農林事務所 鳥獣被害防止・捕獲に関する助言・指導・情報提供 

南駿農業協同組合 有害鳥獣関連情報の提供と被害対策への協力 

伊豆の国農業協同組合 有害鳥獣関連情報の提供と被害対策への協力 

愛鷹山森林組合 有害鳥獣関連情報の提供と被害対策への協力 

戸田森林組合 有害鳥獣関連情報の提供と被害対策への協力 

駿東猟友会沼津支部 有害鳥獣関連情報の提供と有害鳥獣捕獲の実施 

沼津市農業委員会 有害鳥獣関連情報の提供と被害対策への協力 

鳥獣保護管理員（沼津市担当） 鳥獣被害調査・捕獲に関する助言・傷病鳥獣の保護 

 

（２）関係機関に関する事項 

関係機関の名称 役割 

該当なし  

 

（３）鳥獣被害対策実施隊に関する事項 

 平成29年４月１日に沼津市鳥獣被害対策実施隊を設置。猟友会員から選ば

れた隊員と沼津市職員で構成する。 

活動内容は、市内住宅地等のパトロール、市民からの被害報告への初期対

応、慎重な作業を要する市街地付近での捕獲活動等、鳥獣被害防止対策に関

わることを行う。 

 また、ICTセンサー付き囲いわなによる捕獲も実施する。 

 

（４）その他被害防止施策の実施体制に関する事項 

自治会や部農会など地域団体の協力を得て広域的な取り組みを実施する。 

 



                           

 

 

９．その他被害防止施策の実施に関し必要な事項 

① 東部地域有害鳥獣被害対策連絡会及び伊豆地域有害鳥獣被害対策連絡

会と連携し、被害防止対策に関した情報の提供や講演会、研修会などを開

催する。 

② 捕獲については、市、町の境を合同で実施できるように調整していく。 

③ 県内で不適切な電気柵の設置による感電事故が発生した事案を受け、安

全確認のための正しい知識の普及や注意喚起等を関係機関と連携して行

う。 

④ 勉強会や研修を通して地域住民が主体となって鳥獣被害防除対策に取

り組める環境を整備していく。 

⑤ 捕獲従事者に対して、無線の適正使用に関する注意喚起を行う。 

⑥ 被害防止対策の実施に当たっては、県と連携して実施した「鳥獣被害集

落アンケート調査」の結果を検討し、対策を実施する地区、対象獣種を選

定したうえで実施する。 

 


